
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＝ 勤務条件の概要 ＝ 

 

１．採用先 社会福祉法人江別市社会福祉協議会 

       江別市錦町１４番地８７ 江別市総合社会福祉センター内 

       電話番号 ０１１－３８５－１２３４ 

  

２．勤務先保育園人員体制・勤務内容等   
 

名 称 北光保育園 

住所・電話番

号 

江別市美原１４４５ 江別市都市と農村の交流センター内 

電話番号 ０１１－３８４－６２０３ 

採用者数 通年保育士１人 

人員体制・入

園予定児童数 

【人員体制】 

園長１人、通年保育士２人（今回募集する保育士も含めての体制です）、

その他パート保育士も数人採用 

【入園予定児童数】 

２～５歳児 １５人予定 

勤務内容 ２～５歳児の混合クラスを１クラス担当（児童数８人程度） 

開園期間 通 年 

 

社会福祉法人 江別市社会福祉協議会 

令和８年度採用 北光保育園保育士募集 
 

 

農村地域の子育て支援の一環として運営している保育園で保育業務を行う保育士を募集 

します。年齢・経験不問です。園長をはじめ保育園スタッフが丁寧にサポートします。 

 

【職種】  保育士 

【採用人員】１人 

【採用期間】令和８年４月１日～令和９年３月３１日（次年度へ雇用契約更新の可能性有り） 

 

 応募資格  保育士資格を取得している方（取得見込も可） 

 

 

 

 

 

 



３．給与 (記載の内容は令和７年１２月現在です。給与改定等により変更になる場合があります。)  

 

初任給月額 ・大学卒  ２１６，６００円   

・短大２卒 １９９，０００円 

※社会人経験等のある方は、一定条件を満たすことにより初任給調整

（前歴加算されます。） 

当該年度の１月に昇給後、次年度に契約を更新する場合は、毎年度１

月に昇給します。 

手当 通勤手当を毎月支給。時間外勤務があった月は超過勤務手当を支給。 

６月と１２月に期末手当を支給。 

■超過勤務手当は、平日の場合勤務１時間当たりの給料額の１．２５

倍、休日の場合１．３５倍で支給 

■通勤手当は、通勤距離が片道２㎞以上で自家用車通勤の場合、次の

とおり支給 

使用距離 ・２㎞以上５㎞未満     ２，０００円 

・５㎞以上１０㎞未満    ４，２００円 

・１０㎞以上１５㎞未満   ７，１００円 

・１５㎞以上２０㎞未満   １０，０００円 

これ以降上限額２４，４００円まで使用距離による支給額の区分有り。 

■期末手当の支給 

６月に１，２５か月、１２月に１.２５か月で年間２.５か月分支給 

■勤勉手当の支給 

６月に１.０５か月、１２月に１.０５か月で年間２.１か月分支給 

支給日 原則として毎月７日（土日、祝日の場合は、前日、または、前々日、

ただし３月のみ末日） 

支給方法 指定金融機関口座へ振込  

 

４．加入保険   健康・厚生年金・雇用・労災に加入 

 

５．勤務日・休日 原則として週５日勤務、日曜日・祝日は休日、保育士間で調整し、業務に

支障がないように、原則として土曜日ないしは月曜日に休日を取得 

         

６．勤務時間   延長保育（午後５時～６時）実施につき保育士間でローテーション制によ

る時差出勤、４月～１１月は延長保育時間（午後５時～６時）も含めた勤

務時間 

        ◆夏期間（４～１１月） 早番 午前７時３０分～午後４時３０分  

中番 午前８時１５分～午後５時１５分 

                    遅番 午前９時   ～午後６時  

◆冬期間（１２～３月） 

【月～金】 早番 午前８時３０分～午後３時１５分  

遅番 午前１０時１５分～午後５時 

【土】      午前８時３０分～正午 

７．休憩時間   保育士間で調整し、相互に１時間休憩  

 



８．休暇     有給休暇日数１０日、その他病気休暇や忌引休暇（有給）等有り 

        ※通年保育士が次年度に契約を更新した場合は、次年度の有給休暇日数増加 

 

９．健康診断   任用期間中１回実施(オプション検査を除き、全額事業主負担) 

 

10．その他 （１）保育中の児童の事故・ケガに備え、賠償・傷害保険に加入 

（２）勤務中に知り得た個人情報については、社外秘（退職後についても同様と 

する） 

（３）採用した保育士からは税や社会保険手続のため社会保障・税番号（マイナン 

バー）を取得 

（４）タイムカード方式による出勤・退勤時間管理 

 

★当保育園は、児童福祉法第３５条の認可を受けていない保育施設（認可外保 

育施設）として、同法第５９条の２に基づき都道府県への設置届出を義務づ 

けられた施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募手続  

１．応募書類 履歴書（3か月以内に撮影した顔写真貼付、職歴がある場合は詳しく記載 

（勤務先名称及びその就退職年月（日）を明確に）と保育士資格取得（取得

見込可）を証明する書類のコピー 
 

２．応募期限・方法 令和８年３月６日（金）までに郵送か持参（土日、祝日、年末年始

（１２月２９日～１月３日）を除き、午前８時４５分～午後５時１５分の

間）によります。郵送の場合、３月６日（金）の消印有効です。 

 

選  考    

 ・応募があり次第随時、個別面接試験を行い選考します。 

・面接日時の正式なお知らせや面接試験の結果は、全て郵送にて通知します。 

・採用予定者が１名であり、また随時面接試験を行うため、採用者が決定した場合は、 

 応募期限内であっても、途中で募集を打ち切ります。 

・選考結果後、応募書類は社会福祉協議会で責任処分します。 

 

応募・問合せ先  

      江別市社会福祉協議会 

        江別市錦町１４番地８７ 江別市総合社会福祉センター内 

        電話番号３８５－１２３４ ＦＡＸ３８５－１２３６ 

（採用担当係） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

●建物の構造  鉄骨造   ●主な設備 

・保育室（１階３室） ９０㎡   ・配膳室（１階１室） １６㎡ 

・遊戯室（１階１室） １００㎡  ・その他 １４９㎡  総延べ面積  ３５５㎡ 

                                                       

◎施設の所在地 〒０６７－００５６  

      江別市美原１４４５番地 江別市都市と農村の交流センター内 

◎事業開始年月日 昭和６１年４月１日 

◎設 置 管 理 者 社会福祉法人 江別市社会福祉協議会 会長  齋藤 嘉孝 
提供する保育サービス 

 当保育施設は、以下の内容で保育サービスを提供いたします。 
 

●開園期間 

＜夏期＞                  ＜冬期＞ 

４月～１１月 ≪対象児童≫ ２歳～５歳   １２月～３月 ≪対象児童≫ ３歳・４歳・５歳 

●開園時間 

＜夏期＞  

 月曜日～土曜日 ７：３０～１７：００（延長保育～１８：００まで 但し１０月まで） 

＜冬期＞ 

  月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

  土曜日     ８：３０～１１：３０ 

●定 員  ４２名（２歳児 １２名、３歳児～５歳以上児（就学前まで）３０名） 

●利用料金  

 令和７年度利用料 

◎利用形態   月極保育 

◎保育料月額 ＜夏期＞２１，０００円（第２子目以降の保育料については１６，０００円） 

       ＜冬期＞１９，５００円（第２子目以降の保育料については１４，０００円） 

◎延長保育料      １，６００円（延長保育は４月から１０月まで） 

●保育従事者等の配置 

 当保育施設は、通常、次のような保育従事者を配置しています。 

 【夏期】月～土 

     ７：３０～１６：３０  ５名（保育士４名、その他１名） 

    １６：３０～１８：００  ４名（保育士３名、その他１名）（延長時間帯含む） 

 【冬期】月～金 

     ８：３０～１５：１５  ４名（保育士３名、その他１名） 

    １５：１５～１７：００  ３名（保育士３名、その他１名） 

     土 

     ８：３０～１１：３０  ２名（保育士２名） 

●利用者に対しての保険の種類等 

保険の種類   学校契約団体普通傷害保険 

保険の内容 保育園にいる間の園児の事故、保育園主催の各種行事での園児の事故 

登下園中または保育行事のため、住居と保育園との合理的な経路での園児の事故 

保険金額 入院保険金日額 ３，０００円 通院保険金日額 ２，０００円 

死亡・後遺障害保険金 ３，７９０，０００円 

 

保険の種類  社会福祉施設総合補償制度 

保険の内容 保育園の管理下における保育中（各種行事含む）に発生した事故で、保育園側が法律上、その損害を賠償しなけ

ればならない場合に、保険金が支払われる。 

保険金額  園児１名あたり支払い限度額  対人１０，０００万円 （免責５，０００円） 

 対物支払限度額  １事故あたり     １００万円 （免責５，０００円） 

●緊急時等における対応方法 

 「北光保育園緊急時等対応マニュアル」を定めています。 

●検診を依頼する医療機関の名称・所在地 

   お子様に対しては、下記の医療機関による検診を行っています。 

  【小児科検診】 みはらしクリニック   江別市元江別８９０－１５ （年２回） 

  【歯科検診】  あかしあ歯科クリニック 江別市若草町９－１６   （年１回）  

●非常災害対策 

  「北光保育園非常災害時対応マニュアル」を定めています。 

●虐待の防止のための措置 

  「北光保育園虐待防止マニュアル」を定めています。 

●当保育施設の保育内容等に関するお問い合わせ、苦情等の受付先は下記のとおりです。 

 （担当者氏名） 斉藤 信子 （園長） 

 （連絡先） ０１１－３８４－６２０３ 

 （受付時間） 午前８時～午後５時  冬季保育の期間は 午前９時～午前１１時 

 

 施 設 の 概 要 

 

令和７年１２月現在 

当施設は児童福祉法第３５条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、同法第５９条の２に基づき都道府県への設置届

出を義務づけられた施設です。 

       ※設置届出先 石狩振興局保健環境部社会福祉課子ども子育て支援係  ＴＥＬ０１１－２３１－４１１１ 


